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大分市自立支援教育訓練給付金事業
市内居住の母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつく資格を取得するにあたり給付金を支給するものです。
[image: \\172.19.71.73\個人フォルダ\106690\Desktop\イラスト屋\ふせんピンク.png]　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．対象となる方　
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であり、かつ次の①から③のすべての要件に該当する方

1 母子・父子自立支援プログラムの策定又はその他の自立に向けた支援を受けていること。
2 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
3 過去において自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金、その他の類似制度による給付金を受けた者でないこと。
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２．対象講座
　　　雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による以下の講座

① 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
　② 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座（専門資格の取得を目的とする講座に限る）
　③ 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座（専門資格の取得を目的とする講座に限る）
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]※具体的な講座は
「教育訓練給付制度　厚生労働大臣指定教育訓練講座　検索システム」https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/　で調べることが可能です
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[image: S:\子育て支援課\★98：一時保存フォルダ（H31.5月整理時の不明データ）\★99：その他\過去資料\なあなちゃん画像\3月naanaとしいたけ.png]３．対象経費・支給額
　　① 教育訓練経費

教育訓練施設に対して支払われた入学料又は登録料、受講料〔受講に際して支払った受講料、教科書代及び教材費（受講に必要なソフトウエア等補助教材費含む。）及び上記経費の消費税
    


② 支給額
	受 講 講 座
	支  給  額

	一般教育訓練給付金
の指定教育訓練講座
	⑴教育訓練経費の６割
上限額：２０万円※１万２千円を超えない場合は、支給しない

	特定一般教育訓練給付金
の指定教育訓練講座
	⑵教育訓練経費の６割
上限額：２０万円※１万２千円を超えない場合は、支給しない

	専門実践教育訓練給付金
の指定教育訓練講座
	⑶教育訓練経費の６割
上限額：修学年数に４０万円を乗じて得た額を超えるときは、　１６０万円※１万２千円を超えない場合は、支給しない

	専門実践教育訓練給付金
の指定教育訓練講座
	⑷教育訓練経費の８割５分　※1条件有
上限額：修学年数に６０万円を乗じて得た額を超えるときは、
２４０万円※※１万２千円を超えない場合は、支給しない


※1対象講座修了日から１年以内に資格を取得及び就職等をした場合に⑶に追加支給。
[image: \\172.19.71.73\個人フォルダ\106690\Desktop\イラスト屋\ふせん紫.png]※受講開始日において、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の受給資格がある場合は、その差額について支給します。
４．事前相談　　受講開始前に、事前相談が必要です。
子育て支援課窓口で、当該教育訓練が該当となるか・生活状況・資格取得状況等について事前相談が必要です。
※母子・父子自立支援プログラムの策定等をしていない場合は、受講開始前の事前相談を受けることで代替できます。
[image: \\172.19.71.73\個人フォルダ\106690\Desktop\イラスト屋\ふせんオレンジ.png]
５．対象講座指定申請　受講開始前に教育訓練講座の指定を受けます。
　　　　　　　　　　　　　　　※分割支給をご希望の場合は申請時にお伝えください。（該当者のみ）
対象講座指定申請に必要なもの
	
	必 要 書 類
	備　 　考

	①
	自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書
	（様式第1号）

	②
	申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本
	１カ月以内に交付されたものに限る
※申請者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれ一通ずつ

	③
	世帯全員の住民票の写し
	⑦の書類の提出のある方は省略可

	④
	母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
	※母子・父子自立支援プログラムの策定等をしていない場合は、受講開始前の事前相談を受けることで代替できます。

	⑤
	教育訓練給付金支給要件回答書
	ハローワークで発行されたもの

	⑥
	対象講座の詳細や入学金・受講料が書かれたパンフレット　　
	

	⑦
	マイナンバーカード（申請者分）
	無い場合は、個人番号通知カードと併せて本人確認のできる書類（申請者分）


※対象講座の指定が決定した場合には、「対象講座指定通知書」、対象講座に該当しない場合は「対象講座指定申請却下通知書」にて通知します。

[image: \\172.19.71.73\個人フォルダ\106690\Desktop\イラスト屋\ふせん青.png]６．給付金の申請　(対象講座の指定を受けた方)　
　修了日から３０日以内に申請しなければ、給付金の受給資格がなくなりますのでご注意ください。
※特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は
支給額が確定した日から起算して30日以内に提出してください。
修了日・・・各教育施設の長が証明した「教育訓練修了証書」に記載されている証明日

給付金の申請に必要なもの
	
	必 要 書 類
	備　 　考

	①
	自立支援教育訓練給付金支給申請書
	（様式第4号）

	②
	自立支援教育訓練給付金請求書
	

	③
	申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本
	受講修了日の１カ月以内に交付されたものに限る※申請者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれ一通ずつ

	④
	世帯全員の住民票の写し
	⑩の書類の提出のある方は省略可

	
⑤
	母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
	※母子・父子自立支援プログラムの策定等をしていない場合は、受講開始前の事前相談を受けることで代替できます。

	⑥
	指定通知書
	大分市が送付したもの

	⑦
	教育訓練修了証書（写し）
	各養成機関の長が発行したもの

	⑧
	教育訓練経費についての領収書（写し）
	各養成機関の長が発行したもの

	⑨
	教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
	教育訓練給付金が支給されている方のみ、その額がわかるもの
大分公共職業安定所が交付したもの

	⑩
	マイナンバーカード（申請者分）
	無い場合は、個人番号通知カードと併せて本人確認のできる書類（申請者分）

	⑪
	通帳
	


※教育訓練費を分割納付される場合には、交付申請時までに必ず納付を完了し「教育訓練経費についての領収書」を受け取ってください。











[image: \\172.19.71.73\個人フォルダ\106690\Desktop\イラスト屋\ふせん青.png]６－１分割支給　　　※指定通知書の支給方法欄に記載のある方のみ
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の受講期間が長期に及ぶ場合は
６カ月単位の給付金の申請が可能です。
※受講途中からの支給方法の変更はできません。指定申請時にお伝えください。
※ハローワークの専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方を除きます。

給付金の分割支給申請に必要なもの
	
	必 要 書 類
	備　 　考

	①
	自立支援教育訓練給付金支給申請書
	（様式第4号）

	②
	自立支援教育訓練給付金請求書
	

	③
	申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本
	受講修了日の１カ月以内に交付されたものに限る※申請者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれ一通ずつ

	④
	世帯全員の住民票の写し
	⑨の書類の提出のある方は省略可

	
⑤
	母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
	※母子・父子自立支援プログラムの策定等をしていない場合は、受講開始前の事前相談を受けることで代替できます。

	⑥
	指定通知書
	大分市が送付したもの

	⑦
	６カ月単位の受講証明書の写し
	各養成機関が発行できるのか事前に確認が必要

	⑧
	教育訓練経費についての領収書（写し）
	各養成機関の長が発行したもの

	⑨
	マイナンバーカード（申請者分）
	無い場合は、個人番号通知カードと併せて本人確認のできる書類（申請者分）

	⑩
	通帳
	


※教育訓練費を分割納付される場合には、交付申請時までに必ず納付を完了し「教育訓練経費についての領収書」を受け取ってください。










[image: \\172.19.71.73\個人フォルダ\106690\Desktop\イラスト屋\ふせん青.png]６－２追加支給
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の受講後、対象講座を修了した日から１年以内に資格を取得及び就職等をした場合に追加支給を行います。
※専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に提出してください。
専門実践教育訓練給付金の受給資格がある場合は、その差額を支給します。

給付金の追加支給申請に必要なもの
	
	必 要 書 類
	備　 　考

	①
	自立支援教育訓練給付金支給申請書
（追加支給用）
	（様式第6号）

	②
	自立支援教育訓練給付金請求書
	

	③
	申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本
	受講修了日の１カ月以内に交付されたものに限る※申請者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれ一通ずつ

	④
	世帯全員の住民票の写し
	⑩の書類の提出のある方は省略可

	
⑤
	母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
	※母子・父子自立支援プログラムの策定等をしていない場合は、受講開始前の事前相談を受けることで代替できます。

	⑥
	教育訓練修了証書（写し）
	各養成機関の長が証明したもの

	⑦
	教育訓練経費についての領収書（写し）
	各養成機関の長が発行したもの

	⑧
	教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
	教育訓練給付金が支給されている方のみ、その額がわかるもの
大分公共職業安定所が交付したもの

	⑨
	資格の取得したことを証明する書類
	

	⑩
	マイナンバーカード（申請者分）
	無い場合は、個人番号通知カードと併せて本人確認のできる書類（申請者分）

	⑪
	通帳
	



[image: \\172.19.71.73\個人フォルダ\106690\Desktop\イラスト屋\ふせんピンク.png]７．受給できない場合　次のような変化があった場合は事由発生後14日以内にご連絡ください。
· 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなった時（子どもが２０歳に達した、結婚した等）
· 大分市から転出したとき
· 修業を取りやめた等の支給要件に該当しなくなったとき　
· 世帯の状況に異動があったときも受給できないときがあります
また、偽りその他不正な手段により給付金を受けた場合は、その全額を返還していただきます。　　　　　　　　　　

　≪お問い合わせ先≫　〒870－8504　大分市荷揚町２番３１号
　　　　　　　　　　　　　　 大分市子育て支援課　管理・自立支援担当班
　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ℡０９７－５３７－５６１９　(直通)
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